
社会的養護と子どもの権利擁護

－１５－

はじめに

本論の主題である「社会的養護」について児童

虐待などが社会問題化し、その受け皿としての機

能について、社会的理解や関心が高まりつつある。

かつては「孤児院」というイメージが強くあった

「児童養護施設」（１９９７年児童福祉法改正により「養

護施設」から改称）をはじめとした、「乳児院」、

「児童自立支援施設」、「情緒障害児短期治療施設」、

「母子生活支援施設」、「里親」など、家庭に代わ

って（家族分離による）生活上の困難をかかえる

子どもたちを、社会的養護システムを利用し子ど

もの養育を委ねることを意味する。子どもは、守

られるべき存在として、憲法をはじめとして、条

約、法律に規定されている。すなわち、子どもは

本来、家庭生活を通じて生活権や学習権、養育権

などを有している。しかし、家庭の機能不全状態

の中での養育が困難になり施設入所という措置制

度を利用して、権利擁護をはかる。

児童養護施設には「養護」を必要とする子ども

が入所する。「養護」の本質的な意味は、国連「児

童の代替的養護に関する指針」の項目１１５．の『親

の養護下にない児童の権利、及び児童の特有の傷

つきやすさ、特に緊急委託又は通常の居住地以外

の地域への委託など、困難な状態に置かれた児童

の弱さに関する訓練を、全ての養護者に実施すべ

きである。文化、社会、性別及び宗教に対する感

受性も確実に高めておくべきである。各国は本指

針の実施を支援するため、これらの専門家が評価

・表彰を受けるための十分な資源及び経路を提供

すべきである』とあるように、単なるケアではな

く、子どもの健全発達のための人権保障ととらえ

るべきである。

しかし、この最後の砦として児童養護施設をは

じめとした社会的養護における養育内容が、権利

保障の要件を満たしているのか、その本来的なあ

り方について、考察を試みた。
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�．児童養護施設における権利擁護
１．家族機能の弱体化と社会的養護

家庭・家族とは、男女の出会い（意図的または

偶然や自然発生的に）、そして結婚、出産という

プロセスを経て構築される。その家族の多様性は

言うまでもないが、ある種のパターンや経済的安

定や家族関係のゆとりや懐の深さなど、一定の条

件の下に形成される。このような一般論としての、

家庭・家族形成のプロセスを経ている。しかし、

価値観や欲望の多様性、生き方の多様性により経

済的安定や健康、そして愛情や絆といったことの

みでは解決のつかない課題を抱えているのが今日

の家族である。「あたりまえの生活」や「幸せな

家庭」というモデル、到達目標を抱いて日々の生

活を営む多くの家族が存在するが、それは逃げ水

のごとく遠ざかり、常に差し迫りくる課題が立ち

はだかっている。このような家族・家庭は多様性

の中でそれぞれが何らかの解決方法や、落としど

ころといった着地点を日々見いだしながら家庭生

活を営むことが可能となるのは、有形無形の相互

作用から、葛藤の中にもお互いの生き方を認めつ

つ暮らしを織りなすことで成立している。しかし、

中には家族の別離を選択せざるを得ない理由・事

情を抱え、子どもをも巻き込んでの「別離」とい

う選択をする家族も一定数見られる。だが「別離」

は必ずしも「不幸」ではなく、新たなスタートを

切るための手段であり、もちろんダメージはある

が多くは「前向きに捉えよう」との意志により歩

み出す。

２．『児童の代替的養護に関する指針』

児童福祉法４１条に規定している、「児童養護施

設は、保護者のない児童（乳児を除く。ただし、

安定した生活環境の確保その他の理由により特に

必要のある場合には、乳児を含む。以下この条に

おいて同じ）、虐待されている児童その他環境上

養護を要する児童を入所させて、これを養護し、

あわせて退所した者に対する相談その他の自立の

ための援助を行うことを目的とする施設とする」

とあるが、家庭的養護に関する言及はなされてい

ない。

国連の第６５回全体会議（２００９年１２月１８日）によ

り示されている「児童の代替的養護に関する指針」

の『II．一般原則及び展望－A．児童とその家族』

において以下のように定められている。

『児童自身の家族が、適切な支援を受けている

にもかかわらずその児童に十分な養護を提供でき

ず、又はその児童を遺棄若しくは放棄する場合、

国は所轄の地方当局及び正式に権限を付与された

市民社会団体と共に、又はこれらを通じて、児童

の権利を保護し適切な代替的養護を確保する責任

を負う。所轄当局を通じて、代替的養護下に置か

れた児童の安全、福祉及び発達を監督し、提供さ

れる養護策の適切性を定期的にチェックすること

は国の役割である』。

これは１９８９年の国連「子どもの権利条約」にお

ける基本原則であり、同条約を１９９４年に批准した

わが国にとっても遵守事項としての位置づけであ

る。社会的養護についてもこの枠組みを前提とし

たものであり、具体的には同指針に示された構成

要素として「児童の権利とニーズが考慮された小

規模」かつ「可能な限り家庭や少人数グループに

近い環境」や「代替的な家族環境における安定し

た養護を確保することであるべき」のように明記

されている。

３．措置制度と子どもの権利擁護

社会福祉の理念やその構造が大きく変化し始め

たのは、第二次臨時行政調査会から端を発した「増

税なき財政再建」から、１９９０年の福祉関係八法改

正、１９８９年の社会福祉基礎構造改革が一大転換点

となり、welfare（特定のニーズのある方への生活

保障）から well-being（よりよく生きる、良い状

態での生活）と大きく舵を切り措置から契約への

流れとなり、かつての「援護、育成又は更正の措

置を要する者」から「福祉サービスを必要とする

者」というように、福祉が一般化・普遍化された

ことは周知の事実である。しかし、社会的養護の

領域での社会福祉基礎構造改革、すなわち自己決

定・自己責任の考え方は有効に機能するとは思え

ない。

社会的養護において、基本的には子ども自身が

施設を利用するかどうか、また施設利用に際して

どの施設を選択させることは困難であり不適当で

あることも少なくない。特に児童虐待のような

ケースにおいて、保護者・親権者などにその意志
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決定を委ねることは妥当ではなく（子どもの権利

と保護者の権利が対立する場合が多く見られる）、

純粋な契約制度にはなじまない。このようなこと

からも、社会的養護については措置を堅持された

こと、その意味・意義としての「子どもの権利擁

護」を最大限重視しなければならない。特に前述

のように保護者の意向と子どもの権利が相反する

などの理由から、今日なお継続されている「措置

制度」としての社会的養護であることを前提とし

なければならない。このことは、子どもの自己決

定権の尊重は言うまでもなく、その選択や決定に

ついて関係者は子どもの利益に適っているか、そ

のことのリスクについても十分に考慮した上で、

自己決定権を尊重する必要がある。

子どもの権利として存在する「養護請求権」に

ついて意見表明権という観点からも、その在り方

を十分に検討する必要がある。養護請求権の論拠、

法源性としては、憲法１３条の人格権、同２５条の生

存権、同２６条の教育権、児童憲章、児童福祉法第

２条の国、地方自治体における児童育成責任、そ

して我が国が１９９４年に批准し、国内法的効力を有

している「子どもの権利条約（児童の権利に関す

る条約）」の諸条項に基づく。

養護とは『特定の大人との間に愛着関係の形成

ができる環境の保障』である。このことについて

すべての子どもは要求する権利を有し、これなく

しては子どもの発達はあり得ない。こうした環境

の保障について大人は最大限の努力をはらう必要

がある。家庭の養育機能不全による子どもが暮ら

す児童養護施設や乳児院における養護保障とは、

単なる衣・食・住の保障ではない。人間にとって

最も高次な欲求である「自己実現欲求」の保障が

社会的養護の最大の目的である。しかし、子ども

自らがそれを訴える能力や行使するすべを持たな

い。

児童相談所は、保護を要する児童の権利を代弁

する機能および養護請求権の手続的権利を保障す

ることに大きな役割を担っている。措置権に代表

されるこの児童相談所の機能について、行使・不

行使、社会的養護関係施設の不適切な養護につい

て救済を求める訴えを担保する制度の整備が実質

化することが必要である。

�．児童養護施設の養護内容
１．児童養護施設における権利擁護ツール・システム

社会的養護の措置を受けている子どもの声を取

り上げるシステムの一つに「子どもの権利ノート」

がある。これは子ども自らが受けている社会的養

護について、その環境や内容に関しての疑問や、

訴えを起こす権利を有すること、その方法などが

記載された冊子である。多くの都道府県において、

児童養護施設や児童自立支援施設、情緒障害児短

期治療施設などに入所する児童に対して「子ども

の権利ノート」が作成、配布されている。だがこ

の制度の運用についても、その当事者である児童

相談所や施設関係者間において積極的に運用され

ているかは懐疑的である。特に第三者の関与が明

確に規定されておらず、トップダウン的に作成さ

れ施設関係者の恣意的運用を招きやすいものであ

り、権利のアドボカシー（代弁）システムとして

は不十分である。

また社会福祉法第８２条の「苦情解決制度」につ

いても子ども自身が受けている施設の養育条件不

備を訴える制度とはなっていない。

社会的養護関係施設の第三者評価制度について、

毎年の自己評価、３年に１度の受審が、社会福祉

施設の中で唯一義務化されている。これは、措置

制度の枠組みで運用されていること、被措置児童

への施設職員による虐待事例の発生などがその要

因である。厚生労働省の基本的方針として、現時

点では外形的には判断しづらい本質的な問題につ

いて、評価する側と施設が話し合うことによる、

「第三者評価は対話重視」との前提がある。この

ように、社会的養護関係施設の第三者評価制度は

入所児童の声を取り上げるというよりも、対話重

視による評価について実質的効果は見込めるので

あろうか。対話形式の前提は、評価員の社会的養

護に関する正しい知識、理解、特に子どもの権利

擁護に対する姿勢が問われる。こうした要件を満

たす評価員の質量確保の課題があり、評価基準の

具体的理解や判断について専門的な観点から評価

しうるかなどの問題がある。むしろ評価員の社会

的養護関係施設の一定以上の専門的知識などの必

要性は認めないという考えもある。この評価制度

について３年ごとの見直し規定がある。しかし、

その見直しも、行政、施設関係者、学識経験者、
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実施機関によるワーキンググループにより検討さ

れている。このことは言い換えれば、利用（入所）

児童の権利擁護という視点からは、第三者評価制

度の限界が推し量られる。

２．児童福祉施設最低基準の条例化

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律」が平成２４年４月より施行された。これは、児

童福祉施設最低基準の条例委任について、地方分

権改革推進委員会の勧告を基礎に「児童福祉施設

・サービスの人員・設備・運営基準を都道府県等

の条例に委任」することを定めたものである。し

かし、条例委任としても、人員・居室面積・人権

侵害防止等の厚生労働省令で定める基準は「従う

べき基準」、その他は「参酌すべき基準」とする、

とされている。すわなち「従うべき基準」とは「条

例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなけれ

ばならない基準であり、当該基準に従う範囲内で

地域の実情に応じた内容を定める条例は許容され

るものの、異なる内容を定めることは許されない

もの」であり、実質的には最低基準の遵守を求め

ていることには変わりない。具体的には児童福祉

施設最低基準をクリアしておれば、地方自治体独

自の、より充実した職員配置や面積基準を積極的

に認めていくことである。ここで問題になるのが、

地方自治体の財力の格差が、社会的養護関係施設

の格差となることである。現在は都道府県や政令

指定都市からの措置費のほかに、人件費や日常生

活費に対して支出される補助金がある。例えば東

京都とそれ以外の地方を比較しても、その施設を

取り巻く人的、物的環境の違いは歴然としており、

居住地により児童福祉施設の生活の質が左右され

るという、子どもの権利擁護にとって重大な結果

になっている。

施設養護の法的な内容基準やまた質的充実につ

いては、児童福祉法４１条第１項の「児童福祉施設

最低基準」定めがあり、同基準において具体的に

規定されている。児童福祉法４５条においても「そ

の基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発

達のために必要な生活水準を確保するものでなけ

ればならない」と定められている。しかし、その

内容は「法的権利説」というよりも「反射的利益」

との解釈を厚生労働省は一貫して主張している。

反射的利益とは、「形式的な監督指針となる行政

的基準」との法的解釈であり、児童保護という児

童福祉法の理念から鑑みても、社会的養護である

児童の生活保障を担う機能からは相反する解釈で

ある。

平成２３年７月の「社会的養護の課題と将来像」

から端を発し、平成２４年１１月の「児童養護施設等

の小規模化及び家庭的養護の推進について」の厚

生労働省通知は必ずしも方向性が同一ではなく、

児童福祉施設最低基準の権利性が認められている

とは言いがたい。

社会的養護関係施設を利用する子どもたちの権

利を訴える保護者の代弁性についても、同じ児童

福祉施設である、保育所や幼保連携型認定こども

園、障害児入所施設、児童発達支援センターを利

用する保護者の場合と大きく異なっている。社会

的養護の多くの場合、権利を代弁し児童に代わっ

て諸手続を執行すること、児童相談所の措置の妥

当性、また施設内で被措置児童等虐待など、児童

福祉法第３３条の１０に該当する施設内での不適切養

育について救済を求めることは極めて困難である。

３．民法改正と親権

親権者である保護者の問題についても、「民法

等の一部を改正する法律（平成２３年法律第６１号）

により親権と親権制度の見直しが行われた。この

法律において、民法８２０条の親権を行う者の義務

として「子どもの利益のために」という条項を明

記し、また、同８３４条に従来の「親権喪失等の請

求権者」について、親族及び検察官に加えて「子、

未成年後見人及び未成年後見監督人」も新たに加

えられた。そして、同８３４条２において２年を越

えない範囲での、親権停止制度がはじめて創設さ

れた。施設長等の権限と親権との関係についても、

児童福祉法３３条の２の②、③、及び同４７条におい

て施設長等が児童の監護等に関しその福祉のため

必要な措置をとる場合には、親権者は不当な主張

をしてはならないことなどを規定し、また児童相

談所長に、一時保護中の児童の監護等に関しその

福祉のために必要な措置をとる権限を規定した。

同時に未成年後見についても、「法人による未

成年後見の新設」（児童福祉施設などの社会福祉
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法人による後見）、複数の未成年後見人の規定、

児童相談所所長による親権代行なども、子どもの

権利を主眼とした対応である。

�．専門性とその内容
１．児童養護施設職員の専門性

社会的養護職員の専門性については、何十年来

の議論がなされているが、未だに一定の方向性や

その内容の理解が深まらない。これはひとえに専

門性が見えにくいということに依拠するのではな

いか。特に社会的養護の場合は、生活モデルとも

言える養育内容が主となっており、医学モデルに

シフトしている高齢者福祉や障がい者福祉などと

はその在り方が異なっているとも言える。

特に社会的養護ニーズの受け皿として約８割以

上を占めている、児童養護施設や乳児院を想定し

た場合、「治療」というよりも「生活保障」とい

う制度設計の枠組みがある。すなわち、専門性よ

りも日常性が重視された体系により構築されてい

る。２０１５年度に開始された、児童福祉法の対象年

齢の上限見直しなどから始まる、次期法改正など

大幅な見直し議論が継続されているが、治療施設

としてよりも生活施設であることは変わりない。

しかし、今日の児童養護施設で暮らしている子ど

ものニーズや、社会から求められている機能は生

活を超えた治療の必要性の高い子どもたちの存在

である。

児童養護施設や乳児院で暮らす子どもたちの真

のニーズは、「こころのケア」である。親子分離

を余儀なくされた子どもたちは常に不安定な状態

にさらされていると言ってよい。施設生活のスト

レス、特に年長児からの圧力や子ども間の軋轢、

集団生活特有の生活の荒さ、また施設退園後の生

活不安や、将来展望が見えない状態での施設生活

は、常にストレスにさらされた状態である。入所

前の家庭状況は、被虐待経験や不適切なかかわり

を主訴とした児童の入所が約７５％（２０１４年、全国

児童養護施設協議会会員施設調査より）という状

態は、情緒面の発達についても年齢相応の安定は

見られず、見捨てられ感情や親への怒りという心

の問題を背景とした社会的不適応状態を生み出す。

すなわち愛着の未形成がもたらす「反応性愛着障

害」の症状を呈する子どもが、施設という集団生

活の中で様々な問題行動を結果として表している。

２．対応困難な児童の存在

このような状態で子どもは、思春期以降の一部

児童において心身問題の表面化としての、過度の

甘え、職員に対して持って行きどころのない怒り

の表出、ひいては突発的な感情爆発、他者への暴

力、注意欠陥・多動性障害の症状、無断外泊、学

校内暴力、窃盗、陰湿ないじめ、暴力的支配、性

的逸脱などを表す。

また、心身症状として表現されるものとしては、

自閉的傾向、不登校、夜泣き、夜驚症、夜尿症、

うつ症状などの神経症状をあらわす。本来ならば

情緒障害児短期治療施設や小児精神科病棟、児童

自立支援施設などでの養育が適切であると思われ

る児童も、児童養護施設に措置されている。児童

養護施設は生活施設という前提に立つと、『措置

の間違い』という表現で言い表されているように、

いわゆる「難しい児童」が生活する児童の実情が

ある。２０１０年に厚生労働省が実施した「社会的養

護施設に関する実態調査」によると、情緒・行動

上の問題を抱えた児童は、その内容は多様ではあ

るが全体の２０％～３０％が問題を抱えながら、生活

施設である児童養護施設に暮らしている。

３．専門性の獲得と心理治療

こころの問題や対応困難な児童には、児童養護

施設に配置されている心理担当職員による心理治

療が行われている。心理担当職員の配置は義務化

されているが、実質的な働きはいまだ未知数であ

る。

具体的にはカウンセリングを中心とし、心理的

治療であるところのプレイセラピーなどが試みら

れる。また、一方では生活を通した治療として日々

のくらし、子どもと職員の葛藤やよろこびの共有、

共感などの日常が展開される。特に、特定の職員

と子どもによる日常的かつ肯定的、安定的な人間

関係を織りなすことが、情緒の安定をもたらし子

どものこころの安定・発達に効果的とされている。

このように、カウンセリング室での心理治療とは

別に長時間かけて行われる、特定の職員による「生

活を通しての治療」が必要となってくる。すなわ

ち社会的養護の充実とは職員の力量はもちろんの
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こと、当面は職員数の確保からはじまり、質の向

上（抽象的、情緒的表現であるが、力量の獲得）

への取り組みとなるであろう。一般的に語られて

いる実践態度として、「子どもとの適切なコミュ

ニケーションを通じて人間関係を豊かに築ける職

員」ということであろうか。

児童養護施設は野戦病院との表現もある。家族

間の紛争（児童虐待など）からの緊急避難的保護

という状況の下、こころに重傷を負った子どもた

ちの治療をゆだねられる場面も多い。このような

実践の最前線に置かれた職員に要求されるスキル

や専門性獲得には相当の訓練（研修）が必要であ

る。しかし、四年制大学や短期大学、専門学校を

卒業したばかりの２０歳台前半の年若い職員が多い

中、充分な研修期間を経ずに、４月１日からいき

なりその最前線に配属され、時には大学や保育士

養成校などで受けた社会的養護にかかる教育と現

場の落差の大きさに困惑し、短期離職に至ったと

いう現状も見られる。児童養護施設をはじめとす

る社会的養護に求められることは、衣・食・住の

保障はもちろんであるが、より高次なニーズであ

る自己実現を保障すること、これには「こころの

治療」が不可欠である。

国連『児童の代替的養護に関する指針』第１１６

項において「機関及び施設が採用した全ての養護

職員に、紛争解決テクニック、並びに危害行為又

は自傷行為を防止するための手段を含む、困難な

言動に適切に対処するための訓練を提供すべきで

ある」と提示されている（下線筆者）。この研修

・訓練は臨床心理士などの専門家による治療だけ

を指しているのではない。日常のコミュニケー

ションを通じて、子どもの人格に働きかける、生

活を通しての「こころの治療」である。

幼児教育・保育においてしばしば語られている、

「自己肯定感を育む」という大命題がある。自己

肯定感は子ども自身の力では形成できず、周囲他

者からの子どもの存在そのものへの関心が欠かせ

ないとされている。しかし、児童養護施設等で暮

らす子どもには、こうした大人からの関与が不足

もしくは全くない条件で過ごすことが見られた。

このことにより、ハインツ・コフート（Heinz

Kohut）は「健康な自己愛」の感覚が形成されず、

自己効力感や自己肯定感の未形成状況に至ると考

え、いわゆるセルフネグレクト状態とも言えると

ころの「自己愛性パーソナリティー障害」を提唱

した。

児童養護施設などで暮らす子どもの問題行動の

根源と考えられる、例えば、反応性愛着障害など

の専門的な知識、臨床経験（養護実践）により導

き出され、裏打ちされた心理学知識などの深化は、

短期間で成し遂げることはできない。そのための

獲得すべき専門性を明確にした、キャリアパスを

構築し、社会的養護独自の人材育成システム、キャ

リアパスの構築が求められる。

�．児童福祉施設最低基準
１．職員配置における問題点

児童福祉施設最低基準における職員配置や居住

面積はとても治療というレベルには至っていない。

児童福祉施設における「最低基準」の趣旨からし

て、最適基準のみで子どもの権利擁護や健全な発

達を保障するに足りるレベルが求められる。これ

では「最低基準イコール最高基準である」との声

が出ても不思議ではない。

児童福祉施設最低基準に定められた、児童養護

施設の配置基準については、平成２７年度より改定

された。現在の配置基準は「小学生以上５．５対１」、

「幼児４対１」、「２歳児２対１」、「０～１歳１．６対

１」と定められている。しかしこの職員配置基準

は「職員を何名雇用するか」という基準であり、

「職員対児童の割合を常時○対○にしなければな

らない」という基準ではない。週４０時間労働、週

休２日制などの労働基準法の遵守を前提として、

職員が勤務時に具体的に何名の子どもを担当する

ことになるのか、２４時間常時○対○を基準にして

職員の配置を考慮する必要がある。国は現在、職

員配置基準について、小学生以上５．５対１につい

て加算対応により４対１まで引き上げている。

一例をあげると、A児童養護施設では、現在の

学齢期（小学生～高校生）の措置児童数４６名であ

り、それに対する最低基準上の職員数（児童指導

員・保育士）は９人、加算対応で１２人となる。こ

れは１２人の職員がそれぞれ週４０時間勤務を行い、

夜の勤務（宿泊など）８時間を一人で宿直を行う

ことを前提に計算をすると、以下のような計算式

が当てはまる。
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（昼勤務１６時間×７日×職員 X人）＋（夜勤８

時間×７日×職員１人）＝４０時間×１２人

つまり X＝３．７８人の職員で４６名の子どもをケア

することになり、一人の職員が約１２人の子どもに

対応することとなる。現実には個別対応職員加算

や小規模グループケアの措置費加算があるが、小

規模グループケアになると、宿直職員が３名～４

名必要となり、結果的にはこの数字となってしま

う。

児童養護施設において実習を行った多くの学生

（実習生）の声として『一人の職員が多くの子ど

もの対応をされていた、職員の少なさを感じた』

との声も、この勤務の実情を言い得ているのであ

ろう。

前述の国連「児童の代替的養護に関する指針」

においても職員の待遇についても言及されている。

項目１１３．『望ましい実践として、全ての機関及び

施設は、養護者及び児童と直接接触するその他の

職員の採用に先立ち、それらの者が児童を相手に

働くための適性に関する適切かつ包括的な評価を

必ず受けるよう、組織的に確保すべきである。』

および１１４．『機関及び施設に採用される養護者の

労働条件（報酬を含む）は、意欲、仕事に対する

満足感及び継続性を最大にし、それにより当該養

護者に、自らの役割を最も適切かつ効果的な方法

で実現しようという心構えを抱かせるものである

べきである』と明記されているように、質量の充

実が児童養護施設における養護内容の喫緊課題で

あることは明白である。特に小規模グループケア

など、小規模化について国主導で推進しているが、

実際には人材確保にどの児童養護施設も四苦八苦

の状態といってよい。

２．児童養護施設における業務の多様性

児童養護施設の職員業務は衣・食・住などの日

常的なケアに付加して、それ以外の臨機業務対応

が求められている。具体的には、児童が通う学校

の各種行事参加、懇談会出席、学校におけるトラ

ブルや問題行動の対応、進学などの進路相談にお

ける個別懇談、不登校相談などの学校対応も必要

になることが多い。子どもたちは病気に罹患して

いる確率も多く、治癒に長期的な医療機関への通

院の必要性が高い。喘息などの慢性的な持病を抱

え、また歯磨きなどの基本的な生活習慣の乱れな

どから来ると思われる虫歯治療の必要性、被虐待

児童が心理治療のため定期的なクリニックのため

精神科医受診の必要性が高いこと、風邪やけがの

一時的医療の必要性など通院に必要性が求められ

ることも多々ある。そのための入通院への付き添

い対応も主として担当職員の業務である。こうし

た医療機関受診の必要性は児童養護施設入所前の

環境に起因すると思われる。

保護者対応についても多大な労力を必要として

いる。児童養護施設など社会的養護関係の施設に

は早期の家庭復帰や保護者支援を主業務とした家

庭支援専門相談員が配置されている。多くの児童

養護施設は１名の加算配置専門職であり、とても

３０～４０名の入所児童の保護者対応を担いきれない。

常時すべての子どもの家庭支援業務が動いている

わけではないが、面会や外泊など子どもと保護者

の関係を強化するなどその業務実態はとても多岐

にわたっている。

児童養護施設の入所児童全体の約８７％は保護者

の存在している。しかし、一口に保護者とはいえ

その多くは子どもとかかわることに消極的である。

また保護者は社会的・精神的に問題をかかえ施設

に対しては必ずしも協力的とは言えず、あるとき

には長時間の電話や職員への理不尽なクレームを

ぶつけるなど本来業務への妨げとなる行動も伴う。

自分勝手な要求や自己の価値観を押しつけるなど

の悪影響も多い。子どもに対しても心理的な重圧

を加える行為や時には子どもの所持する金銭を無

心するなどの行為も見られ、施設職員は多くの時

間と労力を裂かれている実態がある。

社会的養護関係施設に従事している、児童指導

員・保育士などいわゆる直接処遇職員の業務につ

いて、児童相談所などとの協議といったような業

務が勤務時間外に設定された場合が多くある。そ

してこのための代休取得などのための勤務シフト

調整はほぼ不可能であるといってよい。実態とし

て多くはサービス労働であり、超過勤務手当につ

いても付加されていないと思われる。そのほかに

も出張命令による勤務時間外の研修出張時につい

ても労働対価としての超過勤務手当を受け取れる

ケースは極めてまれである。多くの職員は「ボラ

ンタリーな性格のもの」との認識をいだかれてい
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る（いだかざるを得ない）。勤務時間による拘束

以外にも、子どもにかかる緊急対応などの必要性

も発生し、一般労働と裁量労働が混在した勤務と

も言えよう。このような労働条件の実態は採用時

には予測がつかず、また理解できないと思われる。

しかし、数ヶ月も経過すると勤務時間越えの業務

について、先輩職員の勤務実情を目の当たりにす

ることで、ボランタリーな勤務は釈然としないま

でも、受け入れざるを得なくなってしまう。

社会的養護における業務は労働基準法という枠

組みの中での労働である。あきらかに労働基準法

の遵守という意味では法律違反であり、里親制度

のように労働基準法の適用除外がなされているの

とは別に、児童養護施設をはじめとする入所型の

社会的養護関係施設全体について労働基準法に関

する大きな課題となっている。特に小規模グルー

プケアや小舎制養護を実施している児童養護施設

や地域小規模児童養護施設にとってはこの「労働

か、子どもとの生活か」といったジレンマに陥っ

ている。しかし、子どもの目には「職員は労働者」

という理解に過ぎないかもしれない。

おわりにかえて

今日の児童養護施設を中心とした、社会的養護

における子どもの権利養護のあり方とその具体的

な展開について考察を試みた。その結果、対人福

祉サービス全般に共通する課題であるところの、

職員の専門性ということに行き着く。マンパワー

問題はいつの時代においても重要な課題であり、

確保、定着、養成、研修、そして専門性の確立が

問われている。特に、措置施設という社会的養護

を担う施設の場合、人権感覚の鋭い職員の存在と、

高度な専門性が不可欠である。

施設入所により人権が守られたとの誤解が生じ

る場合がある。しかし、今日では施設において職

員による不適切なかかわりがしばしば報道されて

いる。子どもの人権を守るべき最後の砦としての

児童養護施設において起こっていることに驚きを

禁じ得ない。権利擁護の場が権利侵害の場へと化

している。権利擁護の担い手である施設職員であ

るが、一部の児童養護施設について、いつしか権

利侵害の当事者、加害者となる現状をいかに捉え

るべきかについて迫られている。
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